
 
 

令和５年度 栃木地方最低賃金審議会 第１回栃木県特定最低賃金専門部会 

（ 栃木県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 

情報通信機械器具製造業最低賃金 ） 

 

日 時 令和５年10月２日（月）午後１時30分～ 

場 所 宇都宮第２地方合同庁舎 ５階大会議室 

 

 

次    第 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 栃木労働局労働基準部長挨拶 

 

 

３ 栃木県特定最低賃金専門部会委員の紹介 

 

 

４ 部会長及び部会長代理の選出について 

 

 

５ 議 題 

 

（１）栃木県特定最低賃金の金額改定について 

 

（２）その他 

 

 

６ 閉 会 
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資料 No.1 

 

令和５年賃金改定状況調査結果 

 

＜調査の概要＞ 

 

１．調査の地域 全国 

 

２．調 査 産 業 日本標準産業分類（平成 25年 10月改定）に基づく次の産業 

（ア）製造業 

（イ）卸売業，小売業 

（ウ）学術研究，専門・技術サービス業 

（エ）宿泊業，飲食サービス業 

（オ）生活関連サービス業，娯楽業 

（カ）医療，福祉 

（キ）サービス業（他に分類されないもの） 

 

３．調査事業所 

（１）数 16,489事業所 

（２）選定の方法 

事業所母集団データベース（令和３年次フレーム（速報））を母集団とし、常用労働者

数が 30 人未満の企業に属する民営事業所から、都道府県別、産業別、事業所規模別（※）

に層化無作為抽出により選定。ランク別、調査産業計において１人１時間あたり賃金上昇

率の標準誤差が 0.20％となるよう標本サイズを決定。ランク内の都道府県別、産業別、事

業所規模別の配分は母集団事業所数の構成比率で配分。 

※ 産業は上記２に掲げる７つの産業で、事業所規模は１～９人と 10～29 人で区分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．集計労働者 32,180人 

  （うち、令和４年６月と令和５年６月の両方に在籍していた労働者は 26,256 人（81.6％）） 

 

５．調 査 事 項〔基準となる期日又は期間〕 

（１）事業所に関する事項 

イ 主要な生産品の名称又は事業の内容〔令和５年６月１日現在〕 

ロ 事業所の労働者数〔令和５年６月１日現在〕 

ハ 事業所の月間所定労働日数、通常労働日の１日の所定労働時間数〔令和５年６月分〕 

ニ 事業所の年間所定労働日数〔令和３年度分、令和４年度分〕 

ホ 賃金改定の状況〔令和５年１月～６月〕 

（２）労働者に関する事項 

イ 性、就業形態、年齢、勤続年数〔令和５年６月１日現在〕 

ロ 賃金形態〔令和４年６月分、令和５年６月分〕 

ハ 基本給額、諸手当〔令和４年６月分、令和５年６月分（見込額）〕 

ニ 月間所定労働日数、１日の所定労働時間数〔令和４年６月分、令和５年６月分〕 

 調査事業所数 集計事業所数 回収率 

Aランク 6,612 1,847 27.9％ 

Bランク 4,849 1,624 33.5％ 

Cランク 5,028 1,810 36.0％ 

合計 16,489 5,281 32.0％ 
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６．利用上の注意 

（１）集計結果は、抽出による標本誤差を含んでいる。 

（２）集計表中の空欄は、該当する数値がないことを示す。 

（３）集計表中の産業の掲載順序は、日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）における産業

大分類のアルファベット順に基づいている。 

（４）各都道府県に適用される目安のランクは以下の通り。 

 

ランク 都道府県 

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 

Ｂ 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、

長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、

広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 

Ｃ 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、

鹿児島、沖縄 
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所
の
平
均
賃
金
改
定
率

賃
金
引
上
げ
実
施
事
業
所

賃
金
引
下
げ
実
施
事
業
所

賃
金
改
定
実
施
事
業
所
及
び
凍
結
事
業
所
の
合
計

ラ
ン
ク
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-
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第
３
表
　

事
業

所
の
賃

金
引
上

げ
率

の
分

布
の
特
性

値

第
１

・
四

分
位

数
中

位
数

第
３

・
四

分
位

数
分

散
係

数
第

１
・

四
分

位
数

中
位

数
第

３
・

四
分

位
数

分
散

係
数

第
１

・
四

分
位

数
中

位
数

第
３

・
四

分
位

数
分

散
係

数
第

１
・

四
分

位
数

中
位

数
第

３
・

四
分

位
数

分
散

係
数

（
Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）
（

Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）
（

Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）
（

Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）

1
.
5

3
.
0

5
.
0

0
.
5
8

1
.
8

3
.
2

5
.
3

0
.
5
5

1
.
5

3
.
0

5
.
0

0
.
5
8

1
.
3

3
.
8

7
.
0

0
.
7
5

1
.
1

2
.
8

5
.
0

0
.
7
0

1
.
7

3
.
0

5
.
0

0
.
5
5

1
.
2

3
.
0

5
.
0

0
.
6
3

2
.
0

3
.
0

5
.
0

0
.
5
0

1
.
2

2
.
6

5
.
0

0
.
7
3

1
.
2

2
.
8

4
.
5

0
.
5
9

1
.
5

3
.
0

4
.
5

0
.
5
0

1
.
3

2
.
1

4
.
3

0
.
7
1

1
.
3

2
.
9

5
.
0

0
.
6
4

1
.
6

3
.
0

5
.
0

0
.
5
7

1
.
4

3
.
0

5
.
0

0
.
6
0

1
.
5

3
.
0

5
.
7

0
.
7
0

Ｒ ４ 年
1
.
1

2
.
1

4
.
2

0
.
7
4

1
.
3

2
.
2

4
.
0

0
.
6
1

1
.
0

2
.
0

3
.
5

0
.
6
3

1
.
3

2
.
6

4
.
2

0
.
5
6

第
１

・
四

分
位

数
中

位
数

第
３

・
四

分
位

数
分

散
係

数
第

１
・

四
分

位
数

中
位

数
第

３
・

四
分

位
数

分
散

係
数

第
１

・
四

分
位

数
中

位
数

第
３

・
四

分
位

数
分

散
係

数
第

１
・

四
分

位
数

中
位

数
第

３
・

四
分

位
数

分
散

係
数

（
Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）
（

Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）
（

Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）
（

Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）

1
.
4

3
.
0

4
.
8

0
.
5
7

1
.
0

3
.
0

7
.
6

1
.
1
0

1
.
2

2
.
3

5
.
0

0
.
8
3

1
.
7

2
.
8

5
.
0

0
.
5
9

1
.
2

3
.
4

5
.
0

0
.
5
6

1
.
3

4
.
5

7
.
0

0
.
6
3

1
.
0

1
.
7

3
.
1

0
.
6
2

1
.
0

2
.
9

5
.
5

0
.
7
8

1
.
2

4
.
5

5
.
9

0
.
5
2

1
.
3

3
.
0

5
.
8

0
.
7
5

1
.
0

1
.
9

3
.
3

0
.
6
1

1
.
6

2
.
4

5
.
0

0
.
7
1

1
.
3

3
.
0

5
.
0

0
.
6
2

1
.
3

3
.
1

7
.
0

0
.
9
2

1
.
0

2
.
0

4
.
2

0
.
8
0

1
.
5

2
.
7

5
.
0

0
.
6
5

Ｒ ４ 年
1
.
2

3
.
1

5
.
3

0
.
6
6

1
.
2

3
.
0

5
.
0

0
.
6
3

1
.
0

1
.
9

3
.
6

0
.
6
8

1
.
1

2
.
1

4
.
2

0
.
7
4

（
注

）
１

　
特

性
値

は
、

賃
金

引
上

げ
実

施
事

業
所

に
つ

い
て

み
た

も
の

で
あ

る
。

　
×

　
１

／
２

Ａ Ｂ Ｃ 計

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
医

療
，

福
祉

　
　

　
２

　
分

散
係

数
 
＝

第
３

・
四

分
位

数
（

Ｑ
３

）
　

－
　

第
１

・
四

分
位

数
（

Ｑ
１

）

中
位

数
（

Ｑ
２

）

Ａ Ｂ Ｃ 計

ラ
ン

ク

ラ
ン

ク

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

学
術

研
究

,
 
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,
 
娯

楽
業

産
業

計
製

造
業

卸
売

業
，

小
売

業

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％

％
％

％
％

％
％

％
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（
円

、
％

）

Ｒ
４

年
６

月
Ｒ

５
年

６
月

Ｒ
４

年
Ｒ

４
年

６
月

Ｒ
５

年
６

月
Ｒ

４
年

Ｒ
４

年
６

月
Ｒ

５
年

６
月

Ｒ
４

年
Ｒ

４
年

６
月

Ｒ
５

年
６

月
Ｒ

４
年

Ｒ
４

年
６

月
Ｒ

５
年

６
月

Ｒ
４

年
Ｒ

４
年

６
月

Ｒ
５

年
６

月
Ｒ

４
年

Ｒ
４

年
６

月
Ｒ

５
年

６
月

Ｒ
４

年
Ｒ

４
年

６
月

Ｒ
５

年
６

月
Ｒ

４
年

Ａ
1
,
5
4
8

1
,
5
8
3

2
.
3

1
.
4

1
,
5
6
4

1
,
5
9
1

1
.
7

1
.
7

1
,
5
8
4

1
,
6
2
1

2
.
3

1
.
0

1
,
8
1
3

1
,
8
6
0

2
.
6

1
.
8

1
,
2
3
0

1
,
2
6
5

2
.
8

1
.
7

1
,
3
7
4

1
,
3
8
9

1
.
1

1
.
3

1
,
5
3
5

1
,
5
6
3

1
.
8

1
.
9

1
,
7
4
0

1
,
7
9
5

3
.
2

1
.
3

Ｂ
1
,
3
2
9

1
,
3
5
5

2
.
0

1.
4

1
,
3
4
4

1
,
3
7
5

2
.
3

1.
6

1
,
3
5
9

1
,
3
8
0

1
.
5

1.
3

1
,
5
8
8

1
,
6
2
1

2
.
1

1.
1

1
,
0
8
7

1
,
1
1
3

2
.
4

0.
9

1
,
1
8
5

1
,
2
1
2

2
.
3

0.
8

1
,
3
6
0

1
,
3
8
6

1
.
9

2.
1

1
,
4
1
8

1
,
4
3
6

1
.
3

1.
2

Ｃ
1
,
1
9
9

1
,
2
2
4

2
.
1

2.
0

1
,
2
0
2

1
,
2
2
9

2
.
2

1.
3

1
,
1
9
7

1
,
2
2
3

2
.
2

1.
9

1
,
4
8
9

1
,
5
0
3

0
.
9

0.
9

1
,
0
2
6

1
,
0
4
9

2
.
2

2.
9

1
,
0
4
1

1
,
0
7
6

3
.
4

-0
.7

1
,
2
4
1

1
,
2
6
3

1
.
8

3.
1

1
,
2
7
7

1
,
2
9
7

1
.
6

1.
9

計
1
,
3
9
9

1
,
4
2
9

2
.
1

1
.
5

1
,
4
1
3

1
,
4
4
2

2
.
1

1
.
6

1
,
4
2
4

1
,
4
5
1

1
.
9

1
.
2

1
,
6
8
9

1
,
7
2
7

2
.
2

1
.
5

1
,
1
3
4

1
,
1
6
3

2
.
6

1
.
5

1
,
2
4
5

1
,
2
6
8

1
.
8

0
.
8

1
,
4
1
2

1
,
4
3
9

1
.
9

2
.
2

1
,
5
2
5

1
,
5
5
8

2
.
2

1
.
3

Ａ
1
,
7
6
9

1
,
8
0
5

2
.
0

1
.
3

1
,
7
3
5

1
,
7
6
2

1
.
6

1
.
3

1
,
8
2
3

1
,
8
6
8

2
.
5

0
.
8

2
,
0
7
1

2
,
1
3
5

3
.
1

1
.
5

1
,
3
6
1

1
,
3
8
1

1
.
5

1
.
0

1
,
5
7
2

1
,
6
0
1

1
.
8

2
.
8

1
,
7
3
8

1
,
7
6
1

1
.
3

1
.
5

1
,
9
2
1

1
,
9
5
2

1
.
6

1
.
6

Ｂ
1
,
5
3
6

1
,
5
6
1

1
.
6

0.
7

1
,
5
3
6

1
,
5
7
2

2
.
3

1.
0

1
,
5
6
2

1
,
5
8
4

1
.
4

0.
7

1
,
8
9
5

1
,
9
2
4

1
.
5

0.
6

1
,
2
5
4

1
,
2
6
6

1
.
0

0.
6

1
,
3
0
8

1
,
3
3
6

2
.
1

-0
.3

1
,
5
3
3

1
,
5
5
2

1
.
2

1.
3

1
,
5
6
2

1
,
5
7
5

0
.
8

0.
2

Ｃ
1
,
3
4
8

1
,
3
7
0

1
.
6

1.
6

1
,
3
5
0

1
,
3
7
6

1
.
9

0.
9

1
,
3
5
8

1
,
3
8
5

2
.
0

1.
3

1
,
6
6
5

1
,
6
7
0

0
.
3

1.
6

1
,
1
4
0

1
,
1
6
6

2
.
3

5.
1

1
,
1
0
5

1
,
1
4
1

3
.
3

0.
4

1
,
3
7
8

1
,
3
8
0

0
.
1

1.
2

1
,
3
4
9

1
,
3
6
6

1
.
3

2.
5

計
1
,
6
0
8

1
,
6
3
7

1
.
8

1
.
0

1
,
5
9
8

1
,
6
2
9

1
.
9

1
.
2

1
,
6
3
8

1
,
6
7
0

2
.
0

0
.
8

1
,
9
5
4

1
,
9
9
7

2
.
2

1
.
2

1
,
2
8
7

1
,
3
0
4

1
.
3

1
.
3

1
,
4
0
2

1
,
4
3
1

2
.
1

1
.
1

1
,
6
0
0

1
,
6
1
8

1
.
1

1
.
4

1
,
6
5
5

1
,
6
7
5

1
.
2

1
.
1

Ａ
1
,
3
8
7

1
,
4
2
3

2
.
6

1
.
8

1
,
2
4
8

1
,
2
7
7

2
.
3

3
.
1

1
,
3
5
7

1
,
3
8
7

2
.
2

1
.
3

1
,
5
8
7

1
,
6
2
7

2
.
5

2
.
2

1
,
1
6
6

1
,
2
0
8

3
.
6

2
.
0

1
,
2
5
6

1
,
2
6
4

0
.
6

0
.
6

1
,
5
0
3

1
,
5
3
2

1
.
9

2
.
0

1
,
5
5
8

1
,
6
3
9

5
.
2

1
.
1

Ｂ
1
,
1
9
0

1
,
2
1
5

2
.
1

2.
0

1
,
0
5
3

1
,
0
7
8

2
.
4

2.
9

1
,
1
8
9

1
,
2
0
9

1
.
7

1.
8

1
,
3
4
1

1
,
3
7
8

2
.
8

1.
6

1
,
0
3
1

1
,
0
6
0

2
.
8

0.
9

1
,
1
2
6

1
,
1
5
6

2
.
7

1.
2

1
,
3
3
8

1
,
3
6
4

1
.
9

2.
4

1
,
1
8
7

1
,
2
1
5

2
.
4

2.
7

Ｃ
1
,
1
0
2

1
,
1
2
7

2
.
3

2.
3

9
9
2

1
,
0
2
1

2
.
9

2.
5

1
,
0
5
4

1
,
0
7
9

2
.
4

2.
7

1
,
2
6
7

1
,
2
9
0

1
.
8

0.
1

9
8
3

1
,
0
0
5

2
.
2

2.
0

1
,
0
1
0

1
,
0
4
4

3
.
4

-3
.4

1
,
2
2
1

1
,
2
4
6

2
.
0

3.
4

1
,
1
5
8

1
,
1
8
3

2
.
2

1.
4

計
1
,
2
5
5

1
,
2
8
4

2
.
3

2
.
0

1
,
1
1
4

1
,
1
4
1

2
.
4

2
.
8

1
,
2
3
3

1
,
2
5
7

1
.
9

1
.
8

1
,
4
5
6

1
,
4
9
4

2
.
6

1
.
8

1
,
0
7
3

1
,
1
0
6

3
.
1

1
.
5

1
,
1
6
2

1
,
1
8
4

1
.
9

0
.
5

1
,
3
8
6

1
,
4
1
3

1
.
9

2
.
3

1
,
3
5
2

1
,
4
0
3

3
.
8

1
.
8

（
注
）
斜
字
と
な
っ
て

い
る
令
和
４

年
の

B
ラ
ン
ク

及
び
C
ラ
ン

ク
の
賃

金
上

昇
率

は
、

令
和

４
年
調

査
の

調
査
票
情

報
を

用
い

て
、
新

ラ
ン

ク
に

合
わ
せ

て
組
替
集

計
し

た
も
の
。

第
４

表
①
　

一
般

労
働

者
及
び

パ
ー

ト
タ

イ
ム
労

働
者
の

賃
金
上

昇
率
（
男

女
別

内
訳
）

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

男 　 　 女 　 　 計 男

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,
 
娯

楽
業

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

サ
ー
ビ

ス
業
（

他
に

分
類
さ

れ
な

い
も
の

）

１
時

間
当

た
り

賃
金

額

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
医

療
，

福
祉 賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率

女

性

ラ
ン

ク

学
術

研
究
,
 
専
門
・

技
術
サ

ー
ビ

ス
業

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額

産
業

計
製

造
業

卸
売

業
，

小
売

業

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率
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（
円

、
％

）

Ｒ
４

年
６

月
Ｒ

５
年

６
月

Ｒ
４

年
Ｒ

４
年

６
月

Ｒ
５

年
６

月
Ｒ

４
年

Ｒ
４

年
６

月
Ｒ

５
年

６
月

Ｒ
４

年
Ｒ

４
年

６
月

Ｒ
５

年
６

月
Ｒ

４
年

Ｒ
４

年
６

月
Ｒ

５
年

６
月

Ｒ
４

年
Ｒ

４
年

６
月

Ｒ
５

年
６

月
Ｒ

４
年

Ｒ
４

年
６

月
Ｒ

５
年

６
月

Ｒ
４

年
Ｒ

４
年

６
月

Ｒ
５

年
６

月
Ｒ

４
年

Ａ
1
,
5
4
8

1
,
5
8
3

2
.
3

1
.
4

1
,
5
6
4

1
,
5
9
1

1
.
7

1
.
7

1
,
5
8
4

1
,
6
2
1

2
.
3

1
.
0

1
,
8
1
3

1
,
8
6
0

2
.
6

1
.
8

1
,
2
3
0

1
,
2
6
5

2
.
8

1
.
7

1
,
3
7
4

1
,
3
8
9

1
.
1

1
.
3

1
,
5
3
5

1
,
5
6
3

1
.
8

1
.
9

1
,
7
4
0

1
,
7
9
5

3
.
2

1
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注
）
斜
字
と
な
っ
て

い
る
令
和
４

年
の

B
ラ
ン
ク

及
び
C
ラ
ン

ク
の

賃
金
上

昇
率

は
、

令
和

４
年
調

査
の

調
査
票
情

報
を

用
い

て
、
新

ラ
ン
ク
に

合
わ
せ

て
組
替
集

計
し

た
も
の
。

第
４

表
②
　

一
般

労
働

者
及

び
パ
ー

ト
タ
イ

ム
労
働

者
の
賃
金

上
昇

率
（
一
般
・

パ
ー

ト
別
内
訳
）

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

一 般 パ ー ト 計 一 般

サ
ー
ビ

ス
業
（

他
に

分
類
さ

れ
な

い
も
の

）

１
時

間
当

た
り

賃
金

額

医
療

，
福

祉 賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率

パ ー ト就
業

形
態

ラ
ン

ク

学
術

研
究
,
 
専
門

・
技
術
サ

ー
ビ
ス

業
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

,
 
娯

楽
業

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額

産
業

計
製

造
業

卸
売

業
，

小
売

業
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

賃
金

上
昇

率

-7
-
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（
注
）
斜
字
と
な
っ
て

い
る
令
和
４

年
の

B
ラ
ン
ク

及
び
C
ラ
ン

ク
の
賃

金
上

昇
率

は
、

令
和

４
年
調

査
の

調
査
票
情

報
を

用
い

て
、
新

ラ
ン

ク
に

合
わ
せ

て
組
替
集

計
し

た
も
の
。

（
資
料
注
）
第
４
表
①
、
②
の
集
計
労
働
者
3
2
,
1
8
0
人
の
う
ち
、
本
表
の
集
計
対
象
と
な
る
令
和
４
年
６
月
と
令
和
５
年
６
月
の
両
方
に
在
籍
し
て
い
た
労
働
者
は
2
6
,
2
5
6
人
（
8
1
.
6
％
）
。

パ ー ト男 女 一 般

１
時

間
当

た
り

賃
金

額

計

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率

第
４

表
③
　

一
般

労
働

者
及
び
パ
ー

ト
タ

イ
ム
労
働

者
の

賃
金

上
昇

率
（
令

和
４

年
６

月
と

令
和
５

年
６

月
の
両
方

に
在
籍
し

て
い
た

労
働
者
の

み
を
対

象
と
し
た

集
計

）

性

就
業

形
態

ラ
ン

ク

産
業

計
製

造
業

卸
売

業
，

小
売

業
学
術

研
究
,
 
専
門
・

技
術
サ

ー
ビ

ス
業

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

,
 
娯

楽
業

医
療

，
福

祉
サ

ー
ビ

ス
業
（

他
に

分
類
さ

れ
な

い
も
の

）

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率
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参
考
１
　
賃
金
引
上
げ
の
実
施
時
期
別
事
業
所
数
割
合

（
％
）

変
わ
ら
な
い

早
　
い

遅
　
い

そ
の
他

1
0
0
.
0

7
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.
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.
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1
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1
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.
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7
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9
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1
0
0
.
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7
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.
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2
.
2

1
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.
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1
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0
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7
6
.
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9
.
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.
7

1
2
.
8

Ｒ ４ 年
1
0
0
.
0

8
0
.
5

5
.
9

2
.
0

1
1
.
6

（
注
）
「
そ
の
他
」
に
は
、
前
年
に
は
賃
金
引
上
げ
を
実
施
し
な
か
っ
た
事
業
所
や
、

　
　
　
会
社
の
設
立
が
前
年
の
た
め
賃
金
引
上
げ
を
行
う
の
は
今
年
が
初
め
て
で
あ
る
事
業
所
が
該
当
す
る
。

Ｃ 計

１
～
６
月
に

賃
金
引
上
げ
を

実
施
し
た
事
業
所

賃
金
引
上
げ
の
実
施
時
期
は
、
昨
年
と
比
較
し
て

ラ
ン
ク

Ａ Ｂ
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（

注
）

事
由

１
　

昨
年

同
様

、
７

月
以

降
実

施
の

予
定

　
　

　
事

由
２

　
昨

年
は

１
～

６
月

に
実

施
し

た
が

、
今

年
は

７
月

以
降

実
施

の
予

定

　
　

　
事

由
３

　
昨

年
は

実
施

し
た

が
、

今
年

は
凍

結
の

予
定

　
　

　
事

由
４

　
昨

年
は

実
施

し
て

い
な

い
し

、
今

年
も

実
施

し
な

い
予

定

　
　

　
事

由
５

　
昨

年
は

実
施

し
な

か
っ

た
が

、
今

年
は

７
月

以
降

実
施

の
予

定

参
考

２
　

事
由

別
賃

金
改

定
未

実
施

事
業

所
割

合

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
医

療
，

福
祉

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

産
　

　
業

　
　

計
製

　
　

造
　

　
業

卸
売

業
，

小
売

業
学

術
研

究
,
 
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,
 
娯

楽
業

ラ
ン

ク

Ａ Ｂ Ｃ 計 計

ラ
ン

ク

Ａ Ｂ Ｃ
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１　パートタイム労働者比率

（％）

令和４年 令和５年

40.0 41.0

２　男女別労働者数比率

（％）

令和４年 令和５年

男性 40.9 40.9

女性 59.1 59.1

３　年間所定労働日数（事業所平均）

（日）

令和３年度 令和４年度

245.4 246.2

付表　労働者構成比率及び年間所定労働日数
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金 額（円）

971 980 990 1,000 1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

970 979 989 999 1,009 1,019 1,029 1,039 1,049 1,059 1,099 1,199 1,299 1,399 1,499 上限なし

男 分布人数 3,023 30 11 10 5 31 8 35 17 10 21 82 278 278 337 230 1,640

女 分布人数 1,699 145 102 68 40 82 30 40 24 22 34 159 313 225 117 131 167

30 
11 10 5 

31 
8 

35 
17 10 

21 

82 

278 278 

337 

230 

1,640 

145 

102 

68 

40 

82 

30 40 
24 22 

34 

159 

313 

225 

117 
131 

167 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

人数（人）
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等製造業 賃金分布表

（令和５年度 最低賃金基礎調査による）

男 分布人数 3,023 

女 分布人数 1,699 
現行 ９７１円

13

sakuraiyr
フリーテキスト
資料No.２



１　規模・年齢・性別特性値（中計１２） （円）

１～９人 10～29人 30～99人 18～19歳 20～54歳 55～59歳 60～64歳 男 女

２　産業別特性値 （円）

年 齢 別

第１・４分位数

性 別

電子計算機・同附属装置
製造業

通信機械器具・同関連機械器
具、映像・音響機械器具、光
ディスク・磁気ディスク・磁
気テープ製造業

民生用電気機械器具、
電球・電気照明器具製造業

発電用・送電用・配電用・
産業用電気機械器具製造業

975

第１・20分位数 第１・10分位数

分

位

数

第1・20分位数

第1・10分位数

第1・4分位数

中　位　数

975920 950 991 1,028

電子デバイス、電子部品、記
録メディア、電子回路、ユ
ニット部品、その他の電子部
品・デバイス・電子回路製造
業

適用最低賃金　《 電子部品・デバイス・電子回路等製造業 》

区 分 合 計
規 模 別

中 位 数区 分(明 細)

電子応用装置製造業

975 971 1,040 920

1,000 982 980 1,025 1,028 1,002 1,000 991 1,115 971

1,128 1,096 1,123 1,141 1,056 1,135 1,127 1,275 1,004

1,358 1,500 1,262 1,383 1,093 1,339 1,579

12 975 1,000 1,128 1,358

令和５年度　最低賃金に関する基礎調査による特性値

1,366 1,535 1,141

1,064
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（ア）

第１・十分位数

（イ）

第１・四分位数

（ウ）

中位数

　改定される最低賃金より、支払われている賃金額が低い労働者の割合

（参考）

【 分位数 】

十等分し、低い方から最初の節（１０％）の者の賃金

第１・十分位数

▼

低

【 最低賃金の未満率 】

　現行の最低賃金より、支払われている賃金額が低い労働者の割合

【 最低賃金の影響率 】

　労働者を賃金の低い者から高い者へと、一列に並べてとった分位数の定義は以下の

とおりである。

高
▼

第１・四分位数

中位数

四等分し、低い方から最初の節（２５％）の者の賃金

低 高

二等分し、真ん中の節（５０％）の者の賃金

低 高
▼

【 加重平均 】

　値を単純に平均するのではなく、値の重みを加味して平均すること。

　重みは個数と言い換えられる。

（例）40円の物が５個、50円の物が６個、60円の物が９個あるときの加重平均は、

（40×５＋50×６＋60×９）÷（５＋６＋９）＝52　　➡　　５２円となる。
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局
番
号

ラ
ン
ク

目
　
安

都道府県名
令和４年度
最低賃金額

令和４年度
最低賃金額

引上げ額 引上げ率

1 B 北海道 920 960 40 4.35%

2 C 青森 853 898 45 5.28%

3 C 岩手 854 893 39 4.57%

4 B 宮城 883 923 40 4.53%

5 C 秋田 853 897 44 5.16%

6 C 山形 854 900 46 5.39%

7 B 福島 858 900 42 4.90%

8 B 茨城 911 953 42 4.61%

9 B 栃木 913 954 41 4.49%

10 B 群馬 895 935 40 4.47%

11 A 埼玉 987 1,028 41 4.15%

12 A 千葉 984 1,026 42 4.27%

13 A 東京 1,072 1,113 41 3.82%

14 A 神奈川 1,071 1,112 41 3.83%

15 B 新潟 890 931 41 4.61%

16 B 富山 908 948 40 4.41%

17 B 石川 891 933 42 4.71%

18 B 福井 888 931 43 4.84%

19 B 山梨 898 938 40 4.45%

20 B 長野 908 948 40 4.41%

21 B 岐阜 910 950 40 4.40%

22 B 静岡 944 984 40 4.24%

23 A 愛知 986 1,027 41 4.16%

24 B 三重 933 973 40 4.29%

25 B 滋賀 927 967 40 4.31%

26 B 京都 968 1,008 40 4.13%

27 A 大阪 1,023 1,064 41 4.01%

28 B 兵庫 960 1,001 41 4.27%

29 B 奈良 896 936 40 4.46%

30 B 和歌山 889 929 40 4.50%

31 C 鳥取 854 900 46 5.39%

32 B 島根 857 904 47 5.48%

33 B 岡山 892 932 40 4.48%

34 B 広島 930 970 40 4.30%

35 B 山口 888 928 40 4.50%

36 B 徳島 855 896 41 4.80%

37 B 香川 878 918 40 4.56%

38 B 愛媛 853 897 44 5.16%

39 C 高知 853 897 44 5.16%

40 B 福岡 900 941 41 4.56%

41 C 佐賀 853 900 47 5.51%

42 C 長崎 853 898 45 5.28%

43 C 熊本 853 898 45 5.28%

44 C 大分 854 899 45 5.27%

45 C 宮崎 853 897 44 5.16%

46 C 鹿児島 853 897 44 5.16%

47 C 沖縄 853 896 43 5.04%

全国加重平均 961 1,004 43 4.47%

令和５年度　地域別最低賃金改定状況
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